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1.目 的 

中央学校給食センターの消毒保管庫の老朽化に対応するため、新たに消毒保

管庫を購入設置する。この仕様書において「消毒保管庫購入」の納入・据付等

に関して定める。 

 

2.内 容 

(1) 消毒保管庫等の搬入、据付、試運転調整 

 

(2) 組付・電気接続工事・板金工 

 

(3) 既設品の解体、撤去 

 

※ 上記に係る経費はすべて本調達に含めるものとする。 

※ 機器の設置場所等は、別紙①「中央学校給食センター配置図」のとおり。 

    

3.一般事項 

(1) 機器等は、また文部科学省・厚生労働省の衛生基準及び労働安全衛生に十

分配慮された機器とすること。 

 

(2) 特に労働安全、作業性の向上の観点から作業できる機器で設計すること。 

 

(3) その他関係法令に適した機器とすること。 

 

4.機器納入・据付に関する仕様等 

(1) 型式・数量等 

別紙「消毒保管庫仕様書」、図面のとおり。 

 

(2) 別紙「消毒保管庫仕様書」、図面に掲載した寸法・材質・能力等をよく確認

し納入・据付を行うこと。 

 

(3) 使用材料について、受注者の都合により機器寸法変更や仕様変更などが生

じる場合は、能力、性能を遵守した上で建物やスペースに影響しない範囲に

限り、寸法の増減については協議とし本市の指示に従うこと。また、それに

関わる費用は受注者が負担すること。 

 

(4) 配管配線等の設備接続の必要な機器は、作業性やメンテナンス性を考慮の

上接続すること。 

 

(5) 構造上並びに機能上当然必要なことは関係法令を遵守し、受注者の責任に

おいて本市の指示に従い施工すること。 

 

(6) 本仕様書等に記載していない事項（法令に定めるものを除く）または疑義

が生じた事項については別途協議とし、本市へ承認を申し出た上で指示に従

うこと。 



(7) 本仕様書及び関係書類に記載されていない事項でも、構造上並びに機能上

当然必要なことは受注者の責任において本市の指示に従い施工すること。 

 

(8) 議決を要する契約となり、議決を経たときから本契約の効力が生じるもの

とし、それまでの間は仮契約とする。 

  仮契約締結後、議会の議決までに入札参加条件を満たさなくなったとき又

は指名停止措置等（岡山県内の他の地方公共団体の措置を含む。）を受けたと

きは落札決定を取り消し、契約を締結しないものとする。 

 

(9)現場確認の必要性があれば、事前に中央学校給食センターに連絡し日程を調

整すること。その場合、最近の検便結果表と白衣・帽子・靴・マスクは受注

者にて用意すること。 

 

(10) 仕様書等を熟読し、施設の状況と整合性をとった機器を納入すること。 

  

5.納入・据付・試運転調整の期間 

令和 9年 3月 31 日（水）までに納入・据付・試運転を本市の確認を経て完了

すること。 

 

6.納入場所 

赤磐市立中央学校給食センター(赤磐市西中 220-1) 

 

7.搬入据付 

(1) 搬入の際は、床、壁等建物を傷めないように受注者にて養生を行うこと。 

 

(2) 据付完了後、高さが 1,000mm 以上の機器については、作業性が失われるこ

とのない範囲で耐震固定または転倒防止金具を取り付けること。また、それ

に関わる費用は受注者が負担すること。 

 

(3) 運搬据付後の残材は、受注者の負担において処分すること。 

 

8.試運転調整及び取扱説明 

(1) 据付終了後、直ちに試運転調整を行うこと。 

 

(2) 試運転調整や取扱説明の日時・方法等については、中央学校給食センター

と協議の上決定すること。なお、詳細についても同様とする。 

 

(3) 消毒保管庫等の試運転調整や取扱説明に要する電気料金は中央学校給食セ

ンターの負担とする。 

 

(4) 試運転実施の際、故障、異常、製品のキズ等不具合を発見した場合は、受

注者がすみやかに対応すること。 

 

9.保証 



(1) 保証期間については使用開始後、1年間とする。 

(2) 万一、材料、製造及び据付上の不備、製品の不良、工作上の粗雑等の原因

で所定の性能を発揮しない場合は、納入年数の経過に関わらず、受注者の負

担において点検整備、改造、その修理または部品の交換を行うこと。 

 

10.提出書類 

下記書類を 1部提出すること 

(1) 着手届      契約後すみやかに 

(2) 工程表      同上 

(3) 製作承認図面   同上 

(4) 搬入作業写真   完成図書として製本 

(5) 試運転調整報告書 同上 

(6) 完成写真     同上 

(7) 完成図面     同上 

(8) 取扱説明書    同上 

(9) 完成届      同上 

 

11.その他 

受注業者は取扱説明日以外に給食開始後、一定の期間立会いをすること。

なお、立会いの期間及び期日は中央学校給食センターと協議すること。 

 

以上 


